
3 台風第 11号に係る対応の検証について

1 検証の目的

平成 26年 8月 9日から 11日にかけて台風第 11号がもたらした豪雨では、

数十年に一度の気象状況が予測される「特別警報j が県内全域に発表され、公

共土木施設や農産物などへの被害が県内各地に発生しました。

台風第 11号に係る対応では、避難指示等の発令や住民への情報提供、住民

の避難行動等について、県内の市町で、ぱらつきが生じました。また、県とし

ては、一部市町からの情報収集が円滑に実施できなかった事例がありました。

これらを受けて、各市町の対応の実態を把握し、今後の災害応急対策、平常

時の災害予防対策に活かすため、市町等と連携して検証を行し、ました。

r （参考）避難等の状況

・「大雨特別警報j一一一一29市町

・「土砂災害警戒情報J 13市町

・「避難勧告・指示j一一一 9市町

うち土砂災害警戒情報が基準や判断材料となったところ一一3市町

・「避難勧告・指示Jの避難対象者一一約 62万9千人

・実際に避難所に避難した住民一一一約 5千人
『岡町司聞問岡崎伺司明司ーー問－－－欄剛附綱備制剛同ーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－ーーー町四開閉柵網網制凶ーーー－－－－－－－－－－－－ーーー司ー・叩剛回ーーーーーーーーーーーーーーー」

2 検証方法

台風第 11号に係る対応について、次のとおり、市町への調査や市町等との

意見交換などを実施し、実態の把握と課題の抽出、課題に対する対応の方向に

ついて検討を行いました。

( 1）アンケート調査の実施 (8月21日～9月 1f3 ) 

(2）三重県市町等防災対策会議の開催（9月 4f3' 10月 2f3,ll月 25日）

また、県としては、紡災対策部と地域防災総合事務所・地域活性化局が連携

し、地域防災・危機管理会議や防災担当者会議等を通じて、職員派遣の制度・

仕組みの再確認を行い、情報収集のあり方等について検証を行いました。
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3 検証内容

検証により抽出された課題を、災害対応の体制、避難勧告・指示の発令等、

避難所の開設、住民への情報伝達、住民に関する課題、の 5項目に整理・分

類を行いました。

また、市町へのアンケート調査や市町等防災対策会議等においては、特別警

報発表のあり方等について、県・国への要望もありました。

【別添】「台風第 11号に係る対応の検証内容一覧表」（32貰）参照

4 主な課題と対応の方向

主な課題と、県として整理した対応の方向は、次のとおりです。

対応の方向は、市町が取り組む事項と県が取り組む事項の内容に分けて整理

を干7いました。

( 1 ）行政の主な課題

①避難勧告鋼指示の発令基準の整備・再点検

〈課題） 避難勧告・指示の発令基準が未整備、あるいは整備済みの市町であ

つでも、発令のタイミングや対象地区の設定など運用の面で課題が明

らかになった。

一対応の方向

【市町1・内閣府「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」

を参考に、基準の整備・再点検を行うこととします。

【県］・「避難勧告等の判断・伝達マニュアノレ作成ガイドライン」を、整備・

再点検における県の基本的な考え方とし、市町に対して、ガイド

ラインに基づく整備・再点検を促します0

・発令基準の運用・取組事例の収集を行い、情報提供に努め、市町

との意見交換等の場を設けます。
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②避難所の迅速な開設

（課題〉 避難所開設を待ったので、避難勧告等の発令に待聞を要した事例が

あった。

対応の方向

［市町］・避難所開設の要員をあらかじめ指定しておくこととします。

・各自治会や自主防災組織等により、住民自身が自主的に避難所が

開設できるよう、避難所運営マニュアルの策定など体制を整備し

ておくこととします。

［県］・地域住民による避難所開設ができるよう、避難所運営マニュアノレ

の策定を引き続き支援します。

③大雨特別警報への対応

（課題〉 特別警報発表時の避難勧告等の基準が整備されていないという課

題が明らかになった。

一対応の方向一

【市町］・特別警報も視野に入れつつ、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル

作成ガイドライン」を参考に、河川の水位や土砂災害情報提供シ

ステムによる情報等具体的な指標も活用して、避難情報を発令する

対象地区を具体的に定めておくこととします。

・特別警報の発表を目安に、避難勧告等の措霞及び対象地区の再検

討を行うこととします。なお、地区の気象状況が、特別警報が想

定する気象状況と異なるため避難勧告等が発令されていない場合

は、特別警報の発表を目安に、浸水予想、地域や土砂災害警戒区域

等における避難準備情報の発令を行うこととします。

［県］・市町の検討の際に、必要に応じて、助言・情報提供を行い、市町

との意見交換等の場を設けます。
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④避難情報の伝達

（課題〉 適切な避難行動を促すため、避難情報を住民にどのように伝達す

るかで苦慮した事例があった。

対応の方向

［市町卜様々な手法で迅速に住民に伝達する手段を用意しておくこととしま

す。（情報伝達手段の多様化・重層化）

－風雨の中では、防災行政無線が聞こえにくいという状況もあるため、

緊急速報メールの活用も進めていくこととします。

・消防団や自主防災組織等を活用した呼びかけ等の仕組みを構築する

こととします。

｛県｝・迅速な避難行動を促すため、「防災みえ却Jホームページやメール配

信サービスの活用について、引き続き県民への広報に取り組みます。

⑤県の情報収集体制

〈課題〉 一部市町において、災害対応に追われ、県の情報収集手段の一つ

である防災情報システムの入力が進まず、県として情報収集が円滑

に実施できなかった事例があり、次の課題が明らかになった。

県の対応

①防災情報システムの項目にこだわりすぎた情報収集のあり方

②防災情報システムに依らない情報収集の仕組み（代替手段）の

整理

①報告内容の基準、情報の優先順位を整理したうえで、県防災担当者を対

象に、防災情報システム入力研修を実施しました。（9月 22日・ 24日）

②防災情報システム入カが困難になった場合に備え、システムに依らない

柔軟な情報収集の手段（FAX、電話、無線等）について、上記研修のな

かで認識を深めました。

今後は、これらについて、市町に対して説明を行い、共通の認識をもっ

たうえで、防災情報入力システム研修を実施していきます。
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(2）住民の主な課題

0 避難勧告・指示、土砂災害警戒情報、特別警報等への住民の理解

〈課題） 避難勧告・指示の意味や土砂災害警戒情報、特別警報等の災害情

報が住民に浸透していないという課題が明らかになった。

対応の方向一

【市町］・消防団や自主防災組織等の組織の力を活用した啓発を行い、これら

を中心に、防災コーディネーター等も活用しながら、住民意識の向

上を図ることとします。

・ホームページによる広報、ハザードマップの西日布、訓練（DIG、

タウンウォッチング等を含む）への参加呼びかけ等、様々な方法に

より、住民の災害情報に係る理解の促進を図ることとします。

［県］・自主防災組織や消防固などの組織の力による取組を進めるため、消

防団や自主防災組織に災害情報に対する理解の促進を図ります。

・住民意識の向上を図ることを目的として企画・実施する防災訓練に

対し、要望に応じて助言等の支援を行います。

5 県・園への要望

市町へのアンケート調査や市町等防災対策会議等においては、次のとおり

県・国への要望もありました。

( 1 ）県への要望

。職員派遣の在り方

〈要望〉 派遣の在り方や情報収集の手法等について検証を求める要望があ

った。

県の対応

・検証により、職員派遣の制度・仕組みについて再確認、を行い、被害が予

想される場合などの事前派遣も含めた具体的な運用については、今後と

も、各市町と調整のうえ対応します。
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(2）国への要望

O 特別警報発表の在り方

（要望〉 特別警報の発表について、都道府県単位ではなく市町単位等エリ

アを限定した発表や対象となるすべての市町に対し事前のd情報提供

を求める要望があった。

一県の対応一

・平成 26年9月1913' 11月13日に気象庁に提言活動を実施しました。

・今後も引き続き、国への提言・提案活動を実施します。

6 今後の取組方向

以上のとおり、台風第 11号に係る対応の検証として、課題の整理・分類を

行い、対応の方向をとりまとめました。

今後は、対応の方向に沿って、着実に改善が進むよう、毎年、出7］＜期までに

三重県市町等防災対策会議を開催することとし、災害対応に向けての連絡体制

の確認や情報共有等を図っていくこととします。

また、避難勧告等の発令基準の運用に係る課題等についても、今後、避難勧

告等の発令を要した災害対応後に、三重県市町等防災対策会議を開催するなど

して、マニュアノレ等に定めた発令基準が避難勧告等の判断に活かせたかどうか

の確認など、運用上の検証を行い、市町が発令基準の運用に合わせて、継続的

に見直しゃ情報共有も行えるよう支援していきます。

なお、県では、今回の検証も踏まえて、今年度中に「三重県新風水害対策行

動計画（仮称）」を策定することとしています。
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聞台風第11号に係る苅応の様証内容一覧表

抽出航た関等J + 
1行政の課題

百茂議記応の体制

1暗器翌主課職員の役割分担
I <7:明確化 ｜・今回の検証により明らかになった課題を踏ま

！え、地域防災計画やマニュアル等により、災害
；対策本部各部署の役割分担を明確にしておく。

21各部局の役割の明確化 I 

三 対応の方向等
市町 •• l 県～：ノ

－県災害対策本部や他自治体の事例の紹介など
情報提供に努め、市町との意見交換等の場を設
ける。
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・上記No.1、2と同様、災害対策本部各部署の役
割分担を明確にしておくとともに、問い合わせ
対応マニュアノレの見底し等、準備段階の整理を
行う。
・また、繁闘が生じている部門閣の柔軟なやり
繰りや災害の状況に応じて対応する職員の楢員
等を検討する必要がある。なお、三重県市町等
災害時応援協定の活用が必要となった場合にお
いては、県や他市町からの応援も視野に入れ、
早めの要請を検討する。

・応援の要請が必要となりそうな情報を受けた
場合には、速やかに派遣の体制を整え、要請が
あった際に迅速に派遣する。
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51特別警報発表時の配備基準
検討

特別警報の発表に惑わされ
61ず、市内の状況をしっかり
把握して対応する必要があ
る

71特別警報発表時の対応手順
の検討

SI特別警報発表時の危険度の
判断が困難

－必要に応じて助言・情報提供を行い、市町と
i <7:意見交換等の場を設ける。

・現在の特別警報の制度を前提として、特別警ド＇：·J~ ：：＂：＂＂苦言報発表時の体制について、あらかじめ検討して院長時需品弘明＇~~r~号法
おく。 ？？玉~~話ふ；cけ特別警報t発表自体は体制強化のきっかけと

；してしなし。）

・特別警報発表時の対応（住民への伝達方法・い気象台からの情報の迅速な伝達に努める。
内容など）について、あらかじめ手順を定めてい必要こ応じて助言を行う。
おく必要がある。既に定めている市町においてい他自治体¢事例の紹介など情報提供に努め、
は、継続的に見直しを行う。 市可との意見交換等の場を設ける。

i.特別警報発表の根拠等を気象台から情報収集
iし、迅速な情報提供に努める。
I.出水時の水位デ｝夕、水防法に基づく警報の

・河川水位、土砂災害危険度メッシュ情報、降｜発表等の迅速・的確な情報提供に努める。
雨量など具体的な観測値等により、危長度判断 j・響戒監視体制や避難勧告解除の基準について
をするこら2望ましい。 帆 ；助言を行う。

！・土砂災害危険度情報を事前情報として提供す
iる。
－土砂災害情報提供システム等が適切に活用さ
れるよう助言を行う。

91注意報から特別警報へ切り
替わる場合の体制整備

101非常体制時の配備体制
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抽山寺品七関車生～ ！ 対応の方向等
凶・＂＇＂ .，＿師岨 市町 ） 県

(2）避難勧告・指示の発令等

「避 等の 伝達マニュアノレ
ドラ を、 再点検における

I 勧告．指示の基準の未 内閣府 「避難勧告鵠等の判断 伝達7一エ日マユdア 作旗報〈成草発本提内整備令限的供文fイ恭府なに県の難イ考検運勧用えをン促告J 方・とし判整、備断ガイ・・ドラインに基づ
111遺著 作成ガイドライン」を参考に、基準の整備を行 再点 す。

う。 準の 取組事例の収集を行い、情
提供努め、市町との意見交換等の揚を設け

！る。

告－特等別の警削報臨も．視伝野達マ川報令に｜入ニ等すのれ水具ュるつ位対ア体ノつや象的レ作、土地な成砂指内区閣ガ府イド「避ラ難イ勧 i 
ン」を寸参叶JW考iに、 f可 標災を害情報提供

シ特て再るてマ造テ札2検気~I庄、蜂請司なム象推す報の状いに備報地は抗J円t る情 も活用し

て を発 具体的に定

12 特等別の警基報準発が未表整時備の避難勧告 すのめ・ 安、と避異と難すな勧るる。告た等なめ避おの措、霞特及別告警け警等報びる対避報がを難象発浸が地定区さ

想れ情 な 区においては、難特勧別 想令水予
地域や土砂災 区域等にお 準備
報の発令の目害安警と戒する。 ・必要に応じて助言・情報提供を行い、市町と

の意見交換等の揚を設ける。

令あき参基業めら務考準か、迅事、をじ発検例速め避令討）に難発文済令指み、示対で等応あの発 ・避難情対報が応をあ迅速に発業にを行務定令するため、 発令基準、発令文、 すべき をあらかじめ検討して
13 すヲたおく必要 る直既 めている市町において

た できんマ は、継続的に見し うロ

－ 避れ難て者避難の避情やえ難報む、垂時をを得直の出安す避ず全難よ日のた全めナシ、絵難に日う没情明な記伝報を視をえし野に
14日没を視野に入れて早めに？。また 没う、後昌に避平 発てお令

l避難情報を出す必要があるする際に信 を促すよ 方も
I I 検討しておく。

土砂災害におけ苦てる避慮、難対し勧象た告；
15等の発令につい 地卜迅速に避難情報地提域供を発シに避令スするためには、どのタ

院をどうするか イミングでどの 難情報を出すか、例え
ば土砂災害情報 テムでどのメッシュが ・響戒区域等のデータ提供と助言を行う

あら泊通じめメやなッ避かシ難っュ 舟との 基準を超えたとき検報討対どの地域に避難情報を出 ・土砂災害危険度情報を事前情報として提供す
区 場」所を すかをあらかじめ しておく る。

16 発日開令時対·~象？地ずい たた ．併せて、避難情 象区域の詮帯数、人口を
~~院通義母告が発令できなあらかじめ把握しておく。
かった

発
毎シこ（令土にとュ砂避対のと象難災色な勧地害っが悼区剖の整m 理 ・警王寺戒ι監ι視久体制や避難勧告解除の基準について

告l開平等氏Uをノ発メ令ッすシユる ．継統したメ 近隣エリア助－土問砂’＂＇ 1災J害h危険度情報を事前情報として提供す
17 ているがメッ のメッシュ 帯日頻繁に変わるた か否か）等、を今総ッ後合シのュ的気のに確象判認予断測にし加、て時対え、象間地区を没整前理 ・±砂災害情報提供システム等が適切に活用さ

めどこまできめ細かく 対 する。 れるよう助言を行う。
できるかが課題である

(3）避難所の開設

18避難所開設の迅速化 ・避難所開設の要員をあらかじめ指定してお 迅ノ地レ速域をに避難所を住定開く設できるよう、あらかじめ
くま i各 において、 民主体で避難所運営マニユ
・ た、はを整各住備民自治会や自主防災組織等により、緊 ァ 策ヨ｜定して策お ”とが必支要であると考えて急 自身が自主的に避難所を開設でき 」 ヲ

19避難所開設の要員の確保 る体時制に しておし おり、 き統き の際Lは援を行う。

20避難所開設と避難情報発令 が前場難の提所合たとし、のタイミング いに

避 開設 ・避い併避は難せ屋難て所、て行内運支、動で避援営のを難マ安県を行所ニ全民へ確へュう。保周アのノ避知なレ難策をど定等の事前の取組に
こ めにつ

21避難難所情開設報がを前出提す際には、避 て． の安ほか全、な状所況に身によをっお

く 図る。

22避そを難要の所分し避た開設難情を待報発っ令たのにで時、間

23 時に開設する避難所の －土砂災害警戒区域等L対応する避難所を地域 い他国治体の事例の紹介など情報提供γ努め
整発土砂令理災害に伴う避難勧告等 ， －検討の聖書に必要に応じ助言を行う。

防災計爾やマニュアノレ等に定めておく。 iる。



一、品ι課抽出c1， •ι 題等 対応の方向等
｜ 市町 県

(4）住民への情報伝達

（参考事例三表）の際に防災無 ・様々な手法で迅速に住民に伝達する手段を用主・様々な手法でF 迅速に住民に伝達する手段を用
24線甘かのJ官他刊、担各種防災メーノレや意しておく。 （情報伝達手段の多様化・重層 息しておくよフ促す。 (Lアラート（公共情報

ホームページ等が活用され化） コモンズ）の活用等）
た ・風雨の中では、防災行政無線が聞こえにくい・号に風雨の中では防災無線が関こえにくいと

と検い自討主う状す防況もあるため、緊急速報メーノレの活月 いう状況もあるため、緊急速報メーノレの活用を
をる 促進してい

25 ；避難情報を住民へどう伝達 ・ 災h織や消防団等を活用した呼ひ’かけ ・迅速な避難く。行動を促すため、 「防災みえ jp」
するか i等の仕組みを構築する。 ホームベ｝ジやメーノレ配信サービスの活用につ

いて、引き続き県民への広報に取り組む。

・メーノレ配イ言、防災無線個別受信機の配備 周 j
26早期避難が必要な災害時要閣の支援者への情報提供等検討する必婆がある ・災害時要援護者の個別支援計画の策定につい

援護者への情報伝達 が、具体的には個別に検討する必要があり 個 、策定費用への補助や先進事例の情報提供、
~lj避難支援計聞策定を按進する必要がある； 市町職員研修の実施などの支援を行う。

避難所の場所がホームベ｝
27ジに掲載されていない ・避難所の場所をホームページに掲載する。

Jアフ トの防災無線設定
にミスがあり 特別警報発

～直後に住民iこ伝達できな ・定期的に長検し、設定ミスを無くしていく。 引巳続が実き施する一配信アスト等の機会を通じて、
かった Jアフートの点検を促す。

29 特呼の別放び警送か報がけ市にる係内内全容るJ域とアになラ避っー難てトいを

る ・現在の特別響報の制度を前提として、地域の・左記課題を、市町における Jアラート運用の

特のを別放住警送民事日に係避定難るさJ所せアへてラのしー移まト動う 実態を踏まえた放送内容を検討する。 実送態内容とのして直、消し防庁に伝えるとともに、標準放30 虫1 見 を求めた。

に想

(5）その他

31が持つ 味を理解している ・職員に対する災害情報の理解促進を図る 「みえ防災・減災センター」を活用した研修
職員で意なも特別警報等の情報

人は少 い 。 の実施や講師派遣等を通じて支援を行う。

時に行政が的に の
32災害時要援護者の避難支援 支援災害をすることは極直接めて闘各世災明害七時Z要L援4護み者Pれ Y< 叩 策害時’土コ’聖穆書気援護者の個別支援計画の策定につい

るため進災害時要援護者の3個時比別に避即難日支C『援計ん画D の i市て、防帥員比百必用会rへの補助や先進事例の情報提供、

2住民の課題

33 避難勧告等の対象となる地
域の認知

策定を める必要がある。 I 研 Zの実施などの支援を行う。

・自主を進防災組る織たやめ消防凸団＋な柑ど相の組俳織やの力による

34 避災難害種場所目Jのに応じた避難所、 す取組る災害情め報るの理解、促同進工防を火図刑る珊。 消防団に対

認知 j~露防災組織やi間防団などの組織の力による ・ハザードマップの作成についてに地域減災力
有効と考えており、今後、これらを中心強 助金等による支援雪行フ。

避難行動に対する認知度の コーデイネーター等も活用しながら、住 ：化訓推練進の補企両等について、助百等の支援を行

35向上 の向上を図る フ
ムベージへの掲載、ハザードマップの配 1 ・特~lj警報、土砂災害響戒情報等について、市

布、 参場訓加所練 (DIG、タウンウォッチング等を含む）！町と連携して、県民へ周知を図る。
への 呼びかけ等、様々な方法により 避難 ・避難所への避難や、状況によっては屋内での

36特別警報の理解 所の の周知を図る。 、 安全確号など、安全な所に身をおく避難行動を

． 避全民確難へ所保周へ知なの避難や 状況によっては屋内での 県民へ周知を図る。！ 安 ど、安全な所に身をおく避難行動を 速土砂災害害に公防に止表関法改正に基づき、基礎調査結果
！ 住 を図る をやかする
37土砂災害警戒情報の理解 ・土砂災 する防災訓練を推進する。

避難指示・勧告の発令にも
38かかわらず避難しない住民

の対応

34 

－土砂災害情報提供システムにより土砂災宜瞳
戒区域等を公表する。 悶乍言語



抽出された謀題等
対応の方向等

市町 県…に

3県への要望

－特別動警を報行ヲて~！真発っ；；.，表撃た円 の在り方について、気象庁へ提市町の声を気象庁へ届けて 活 ところ、気象庁からは、 内39 ほしし、 言容につい に受け止めて対応してい提き言たい
！との回答古あったo

報提災等害対応中、新たな気象情情報 ・気町象等情関係報配機信システム行等を活用し、速やかに40 については、逐 市 関に伝達をう。！ 供してほしい

今方回の台風での証派遣の在り
41 についての検をしてほ

しい ・検証を実施し行れ、職っる場員た派。合遣なの制度・仕組み等に

1今合後も被事害前が予想職される場遣
ついて再確予認想を

I.被整具県体害防のが さ どの事前と派も遣各市も含め42 は、 に県員の派
た 的情入なえ運対報力応用シがについては、今後 町とをお願いしたい 調 災う する。

県役連災業職所携情等報員をを・役行が取シ応援体詰制として市
－県 ステムについては行、、情市う報。町収に（集入よのる

場に め、入相、互力県の
システム 困難になったとき

43 るなどして 防 一環としてシス確テ認ム入す力の支）援を 力
ステムへの 作 項目は、市町に る。
うようにしてほし i

し、

者・避、難住所運営者設管にし理管がてあ者理協いた者力っとくては 営市町、 施設管理民の三 して運していことと
44 県営営施設協の管理者も避難所 しており施、施 において対の応協を整く理した運に力してほしい I 

けうえで、 設 市町等と 議の場を設
るなど協力

45 河成川をの浸め水想定区域図の作
進てほしい

い・県て、済内区5域1み~~図で河河のあ川川作るのを成。ソうをちフ進、トめ対三て重策お県河り河川、｜川と現整位在備置6戦づ略け浸に水お
想作成定 6河川で

4国への要望

(1)特別警報発表

特単別位警で報の発表を都町道単位府県｜
46 はなく、市 に

してほしい

活特別動磐を行輔線世がにし人発2リあ速表た帯表っっ外Hやのたにたと三受ー係場在治こ合あ付仁るり方についてら気象f提きTへ言た鑑内い
二主 、気象庁かは、

' 47 連特別絡警が報発表の1時間前にL 容同につい 止めて対応してい
lましし、

と・報特のを別活回が答警県 情報、町収気等集象関係情に機努報配関め信、に事前に特別警市報の対事象前となるすべ
4日ての町に 情報がほし 情 は システ

し、 ム用 市 伝達を

特別警階報の起閣たの説明を早
行う。

49 
い段で聞きい

・気象台からの情雨災報警害を受ける 「気大象情特が報別端警末報さ」
50 火悶特害別警報~ljを浸水害と土 においては、土砂大 報と同様害に別雨 に 「気象情報端末」の活用や内容について、周

砂災の区Eをしてほしい ついても、 、浸水の区 明記れ 長日を図る。
ている。

特今別後警報定の検を証 見直しの ・特別警をけ行報て発表の在り方象について、今気あ象後っ庁へ提
51 

の予 教えてほしい 言善活動 った際、気庁旨からは、 制度改
に向 努力していくの回答が た。

今回なの特別警地視報域にで降雨量が j！ ｜ 言別か・警特活ら別動報警発、を提報行表発言っに表伴た内容の際う在課、に左題つり方について含、気象今、気庁回へ提庁特少かった で、容住民の 記をの内容をむ の
52 伝えところ、 象

特別警心報軽 つなるこ は いて真あ撃たに受け止めて対とが配 応していきたいとの回答が った。

(2)Jア7一卜

気象情場報合の発は令等に見置し

がある 、J情てア報もラの問ー時出トにし . t行E記っの要望内容について、消防庁へ提言活動53 システムによる
進方の変更につい も問

をた。

行させてほしい

(3）その他

54 さらなる予測技術の向上を ；・左記の要望内容について、気象庁へ提言活動
お願いしたい を行った。

5その他

－避全い難確て所保理へ解なの避求、難安めや 状況身によって避は屋難行内でのへ行く v とだでは や 況によっては屋内での
とを理解」して報道してほ」し 安動避全難確所保する避な難ど求、安、状全な所く。に身をおく避難行 安 ど 全な所にをおく 動に
ぃ ！ について理解を めてい つ をていく。

＇~ず



4 平成26年度「防災に関する県民意識調査』結果（速報）について

1 目的

三重県では、自然災害に対する県民の備えや防災に関してのニーズを把握して、

県の防災対策に活用するため、平成 14年度から毎年「防災に関する県民意識調査j

を実施しています。

平成 26年度の調査内容は、基本的に昨年度の設問項目を踏襲しています。

しかしながら、近年、地球温暖化などの気候変動による風水害が深刻化しており、

今年8月には、広島県で局地的大雨による大規模な土砂災害が発生し、甚大な被害

が起きるなど、全国各地でさまざまな風水害が起こり、本県においても、県内全域

に初めて特別警報が発表されたところであり、対策の強化や見直しが求められてい

ます。これらを踏まえ、今回の調査では、特に風水害対策を中心にこれまでの調査

項目を精査し、新たな調査項目を加えるなど、調査項目の内容を一部修正しました。

本年度の集計結果（速報）が出ましたので、その概要を報告します。

2 調査方法

無作為抽出により県民の方にアンケート調査票を郵送する方法で実施しました。

( 1 ）調査対象：県内全市町の 20歳以上の 5,000人

(2）調査期間：平成 26年 10月 6日から平成 26年 10月初日まで

( 3）回収率 : 58. 0% (2, 801人／5,000人）※H25:62. 3% 

( 4）設問数 : 55間（枝問含む） ※H25: 51伺

3 調査結果の概要

主な調査結果の概要については、次のとおりです。（全体の結果は別冊2参照）

※無回答者分の回答率は記載していません。

0問2 東日本大震災発生後の防災意識の移り変わり（継続項目）

東日本大震災の発生から3年半あまりが経過しました。発生時と比べてあなたの妨災意識に変
化はありますか。（一つだけ0)

東日本大震災以 東日本大震災発生持に 東日本大震災発生時に

選択肢｜ 前から、変わらず 持った危機意識を今も は危機意識を持ったが 東日本大震災発生

高い防災意識を 変わらず持ち続けている 時間の経過とともに危機 時に特に危機意識は

持ち続けている （又はさらに高まった） 意識が薄れつつある 持たなかった

回答率 11.7% 29.6% 52.7% I 3.9弛

｜く1-125)l ＞とぷ…：三：13.4出｜ ： ？と •••• 35服 1.・.・. 己 . • •• •• 45.o% I ：三 ：河川人！

｜くH24>I ：に＞13.5出｜ ••••• •••••••• . 39.4百十パ ピ： ：：～ 41.9見｜ ..ぺ...3.2%1 

東日本大震災発生から 3年半あまりが経過し、防災に関する県民の防災意識の変化

3務



について、「来日本大震災発災時に持った危機意識を今も変わらず持ち続けている」

人の割合は 29.同（H25: 35.側、 H24 39. 4%）と年々低下し、「東日本大震災発生時に

は危機意識を持ったが、待問の経過とともに危機意識が薄れつつあるJ人の割合は

52. 7出（H25: 45.側、 H24: 41. 9覧）と年々上昇しています。

東日本大震災発生直後に芽生えた県民の危機意識の低下に歯止めがかからず、厳し

い結果となりました。紡災対策の根幹となる「自助J、「共助」の取組を継続・推進さ

せるためにも、これまで以上に重要な課題と認、識し、消防固と自主防災組織をベース

とした人づくりの新たな仕組み作りに取り組むなど、ねばり強く危機意識を風化させ

ない対策を講じ続ける必要があります。

0問4：三重県地震被害想定調査結果の認知度（新規項目）

三重県では、平成26年3月に三重県地震被害想定調査結果として、各地の震度予測や津波浸

水予測等を公表しました。あなたは、この調査結果を知っていますか。（一つだけ0)

選択肢

県のホームペー
ジで確認し、調
査結果を知って

いる

防災訓練や研

修会などで教え
てもらい、ある
程度知っている

TVや新田など
を晃て、概婆は
ま日っている

地震被害想定競査
をしたことは先日って
いるが、内容は知

らない

地震被害想定都
査がおこなわれ
ていたことを知ら

なかった

回答率 1 6.4出｜ 9.3拍1 21.1% I 23.2% I 31.9時

県が新たに公表した地震被害想定調査結果について、「調査結果を知っているJ、

「ある程度知っているJ、「概要は知っている」人が 42.雌いる一方、「地震被害想定調

査がおこなわれたことを知らなかったj 人は 31.師となりました。

引き続き、調査結果の周知を図るとともに、現在、各市町において、この調査結果

を踏まえた地域防災計画の見直しやノ＼ザードマップの作成が進められていることか

ら、これら市町とも連携し、地震による揺れや津波による地域の危険性を知っていた

だくための啓発に取り組む必要があります。

0問5 ：三重県地震被害想定調査結果の認知度（その 2) （新規項目）

問4の三重県地震被害想定調査結果では沿岸地域にある市町について、津波により浸水深30

cm（こ到達するまでの時間予測図を新たに公表しました。あなたは、ご自宅や職場、親族や友人

の家などがどのように浸水するかを確認しましたか。（一つだけ0)

自宅を含め、職場や親
選択肢｜族、友人宅など、幅広

〈浸水状況を確認した

自宅周辺のみ
確認した

確認していない
新しい予測図が公表
されていることを知ら

なかった

回答率｜ 10.4百｜ 24.1川 39.1% I 23.2目

新たに公表した「津波により浸水深 30cmに到達するまでの時間予測図」について、

「自宅を含め、職場や親族、友人宅など、福広く浸水状況を確認したJ、「自宅周辺の

み確認した」人が 34.5出いる一方、「確認していなしり、「新しい予測図が公表されてい

37 



ることを知らなかったJと回答された人が 62.3唱となりました。

この予測図は、個人や地域の津波避難計画を作成するための有効なツールと考えて

いることから、津波危険地域における認知度など、さらに分析を進めたうえで、関係

市町と連携し、周知と活用を図る必要があります。

0間6：気象予警報などの防災情報の認知度（継続項目）

水害や土砂災害等の風水害が発生する危険性が高くなったときに出る防災情報のうち、あなたが
既にご存知の情報はありますか。（いくつでも0)

暴風警報

選択肢｜竜巻注意情報 水防警報
はん濫注意情報、 i I 

｜避難準備（要援護｜ 避難勧告や
はん濫警戒情報、｜ ｜ 

｜ 者避難）情報 I 避難指示
はん濫危険情報 l ' 

回答率 76.4出 10.1% 39.5% 62.5% 84.4% 

I <H25~ , ........... > > .59.i目I ＞·•••·乙Jo”3同J·.········•.···以；三 27.2拡｜コ：：必：い： 40.4拡！日＞ > 69.2目J

風水害による危険性が高くなったときに発表される防災情報について、「大雨注意

報や大雨警報」を知っていると回答された方が 93.2臣、次いで「暴風警報Jが 92.4＇出

など、国（気象庁）が発表する気象情報の認知度が高い結果となりました。

また、地方公共団体が発表する「避難勧告や避難指示」は 84.側、「避難準備（要援

護者避難）情報」は 62.5唱と防災情報の認知度についても、大幅に高まっています。

0聞か1：特別警報の理解度（継続項目）

気象庁はこれまでの太雨、地震、高潮、津波などの警報に加え、平成25年8月初日から、
これらの警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性
が著しく高まっている場合！こ、新たに『特別警報』を発表し、最大限の警戒を呼び掛けることに
なりました。あなたは、この特別警報について、どの程度ご存知ですか。（一つだけ0)

知らない

｜七＜H25：＞日｜ れて：・....... ••••• •25訓 I 日ど汗iデ43:5% Iνい；〈子二日 22.4百！ρ ・・＜二心 5,2ば｜

特別警報に対する県民の理解度を調査したところ、「特別警報の内容を十分理解

している」人の割合は 22.2弘、「特別警報の内容を一部理解しているJ人の割合は

47.5首と、約7割の方が内容を理解されていますが、 28.聞の人が「言葉は知ってい

るが、内容は知らなし、」、特別警報そのものを「知らないJと回答されています。

本県では、本年8月の台風第 11号により特別警報が発表され、多くの市町で混

乱を招きました。このことから、特別警報に対する正しい理解を県民にもっていた

だくため、市町とともに一層の啓発に取り組んでいく必要があります。

38 



O間7 ：お住まいの地域の風水害による危険性の認知度（見直し項目）

あなたがお住まいの地域の風水害（高潮や川のはん濫、土石流、がけ崩れ、地すべりなど）の危険

性についてどの程度知っていますか。（いくつでも0)

高潮による浸水
JI Iのはん滋によ 肉水lまん濫によ

自分の家が土砂 自分の家が浸水や土

選択肢 jの危検性がある
る浸水の危険 る浸水の危険

災害の危険性が 砂災害の被害を受け

ことを知っている
性があることを 性があることを

ある地域内又は ることがない、安全な

知っている 知っている
その近くにあるこ 場所にあることを知っ
とを知っている ている

37.3見 10.4目 12.9% 35.4% 

地域の風水害の
危険性について

選択肢｜あまり知らない
又はあまり考え
たことがない

回答率｜ 13.8百

お住まいの地域の風水害による危険性について、 13.8刊の方が「地域の風水害の危

険性についてあまり知らない又はあまり考えたことがない」と回答されています。

風水害対策において、地域の風水害のリスクを把握しておくことは、最も基本的な

要件であり、全ての県民がお住まいの地域の危険性を理解し、正しい避難行動がとれ

るようにしていくため、市町と連携して更なる周知を図っていく必要があります。

O聞8：局地的大雨等の避難行動（新規項巨）

近年、国肉では局地的な大雨が頻発し、甚大な浸水被害や土砂災害が発生しています。あなた

のお住まいの地域で、これまでに経験のない大闘が急に降りだし、降り続いたとします。あなた

は、このような状況において、どの段階で避難しますか。（一つだけ0)

時聞がかかったとして 「避難準備（要援護者
外での移動

外での移動が も、これまでの総雨量 避難）情報」、「避難勧
避難しないが困難な状

困難な状況で や今後の降雨予潟！な 告j、「避難指示」など
（避難の必選択肢｜況であっても あれば、自宅 ど、気象情報を確認し の妨災情報が出てか
要がない）避難所等に

に留まる たうえで、避難するか ら避難するかしないか
避難する

しないかを判断する を判断する

回答率 1.5% 30.6目 18.7% 28.0% I 11.1 % 

回答率 1 3.6出

局地的大雨時にどの段階で避難するかについて、 28.0唱の方が「避難準備（要援護

者避難）情報」、「避難勧告J、「避難指示Jなどの防災情報が出てから避難する又は避

難しない判断をすると回答されています。

風水害による危険性は多種多様であり、早い段階から命を守る行動を取ることがで

きるよう、市町と連携して、家屋内に留まることを含めた正しい避難行動への理解を

促していく必要があります。
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0問9：台風時等の避難行動（継続項目）

あなたは、お住まいの地域に相当規模の台風の接近が気象情報等で予測さ仇ているとき、次

のどの段階で避難しますか。（一つだけ0)

明るいうちに
「避難準備（要援護

f避難指示Jの
選択肢｜ できるだけ早〈

者避難）情報』・「避
発表を知った 避難しない その他

難勧告Jの発表を知
自主避難する

ったときに避難する
ときに避難する

回答率 6.7% 16.3% I 38.7拍｜ 30.9% I 4.7% 

｜くH25>Iジモゴ 1 5.7出I ' ぺ•••••· 28.9目｜：… 三j … 39.8出｜：…：円········•·. 21.1% 1•··· ：； γ；…1:9出｜

台風時等にどの段階で避難するかについて、「明るいうちにできるだけ早く避難す

る」人の割合が 6.7% (H25 5. 7覧）と昨年度と比べ、増加した一方で、「避難しない」

人の割合が 30.師（H25: 21. 1%）と、台風の接近が予測されている状況においても避

難しない人が増加しています。

夜間や危険が押し迫ってからの避難行動は、被害に遭う危険性も高くなることから、

早い段階から命を守る行動がなされるよう、市町と連携して取り組む必要があります。

0問 10：家庭での肪災対策の状況（継続項巨）

あなたの家では災害に備えて、どんな防災対策を行っていますか。（いくつでも0)

3日分以上の
災害用伝言ダイヤル

飲料水を備蓄し
憶中電灯や携帯

災害が起きたとき
(171）や携帯電話

ている（ご家族 3日分以上
ラジオ等を入れた 各社の災害用伝言

選択肢 lひとり一日あた の食料を常に
非常持ち出し袋を

避難する場所を
板サービスの活用な

り3リットルとし 確保している
準備している

決めている
ど、家族聞の連絡方

て計算してくだ
法を決めている

さい）

回答率｜ 40.8% I 12.3出

[<H胎｜ .. 32.3首｜ 26.0%[ 52:2世十日

家族がバラバラ 携帯電話や
自家用車の燃料

選択肢｜になふったときの スマートフォン
メー聖ーが半分程

お風呂にいつも
ガラスが壊れて飛び

待ち合わせ場 の予備電源を
度になった時点

水を入れてある
散らないよう防止対

所を決めている 確保している
で、満9ン給油し 策をしている

ている

回答率 22.5出 15.7覧 20.0% 11.9目 6.1 % 
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懐中電灯や 懐中電灯や携帯

選択肢｜ 消火器を用意｜｜ 携帯ラジオなど ラジオの電池交！枕元にス川を［ いつも笛を身に
している を置く場所を決 換など、こまめに 置いている つけている

めている 点検している

回答率 35.1首 56.1拍 20.2% 13.2% 2.9% 

<H25＞…｜ 58.5覧I 22.1弛｜司 、

本欄や食器棚 寝室に転倒の 地震・高潮・洪水
風水害等に備え

等から物が飛び 危険性のある 等の自然災害に
選択肢｜ 出ないよーうにし 家具類などを童 対応した保険に

て土のう等を準備｜ その他

ている いていない 加入している
している

回答率 13.3% 34.4時 28.5弘 1.5弘 2.5叩

｜くH25?.f v ・ t .9目：

とっていない

｜ 仰 25>>・>1ょに.・・・・・・・・・・・・・ •• Jl5目｜
家庭の防災対策について、「3日分以上の飲料水そ備蓄している」家庭の割合は

31.倒（H25 32.3出）、「3日分以上の食料を常に確保しているJ家庭の割合は 27.2出

(H25 26. 0拡）と、依然としてほとんど変化がありませんでした。

基本的な「自助」の防災活動である飲料水や食料の備蓄が進んでいないことは課題

であり、家庭備蓄を促進させるため、引き続き、啓発に取り組む必要があります。

0問 11：家具回定の進捗及び家具固定なし等による危険性の意識度（継続項目）

ご自宅では、家具類や冷蔵庫、テレビなどが転倒しないよう固定をしていますか。（一つだけQ)

大部分固定している｜ 一部固定している 固定していない 画定する必要がない

ヨ笠斗 ［
 

W
苅n

L
 

1
 

1
 

l
 

町涌。d
《

uリ

”
 

η1 》（ 
阪
mm
…

1
 

4
1
 

『2一部分固定しているム「3固定していないJ、『4 固定する必要がない』と回答された方にお尋

ねします。あなたのご自宅は、一部の家具固定や家具固定なしでも、ケガをしない、家屋から脱出

できなくなることがない等、安全な状態にありますか。｛一つだけ0)
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ご自宅の家具国定について、「大部分固定しているj は全体の 10.7出でした。

その一方、「一部固定している」、「閏定していなしリ、「同定する必要がない」と回

答された方（87.8覧）を対象に、ケガをすることなく、家屋等から安全に脱出できる

状態か聞いたところ、 59.9慌の人が「安全な状態とは言えないJと答えています。

本年 11月に発生した長野県の地震においても、家具の転倒により重傷者が出るな

ど、県民自らの命に直結する大きな課題であり、引き続き、家具固定が促進されるよ

う啓発に取組む必要があります。

O間 13：防災情報の入手先（継続項目）

あなたは普段、気象や災害についての情報をどこから入手していますか。（いくつでも0)

県や市町の
イン告ーネット イン事ーネット

街頭の電光
選択肢 l （県の防災ホームベ （「防災みえjpJ 携帯メール

広報誌
ージ「防災みえjp」） 以外）

掲示板

回答率 10.8出 15.0拍 24.7拍 49.9唱 1.4拍

11訓 1 .22.5目［店 、3州｜ぶ古川

家族から 友人、知人から その他

、J
F
h
u
 

nLT 

U
H
 

ノ
＼；

 

i豆乱 l
 

u細
川

町
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4』

0.1% 

I <H25:> ｜：三三：；： 0.2%I 
気象や災害などの防災情報の入手先について、「テレビj からの情報入手が 96.6同

と最も高く、次いで「新聞」の 53.7同となっています。昨年度と比較しでも、大きな

変化は見られませんが、インターネットや携帯メールから情報を入手される人の割合

が増加しています。
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0問 15：避難場所や避難所及び避難経路の認知度（継続項目）

あなたは、自宅付近の避難場所や避難所がどこにあるかご存じですか。（一つだけ0)

ている

避難先は知っている
が、避難場所と避難所
の区分はわからない

知らない

~回日 三亙量日
fl.避難場所も避難所も知っている』、「2避難場所だけ知っているム『3.避難所だけ知っている』と

回答された方にお尋ねします。あなたは、避難場所や避難所までの避難経路について、どの程度知
っていますか。（一つだけ0)

選択肢

回答率

避難場所や避難所までの
経路上にある危険箇所の
有無や通れないときの迂回
路の有無などを知っている

51.0唱

避難場所や避難所までの経路 j

！どの経路で避難すればよいか
は知っているが、危険箇所や迂 iI hからない

回路は知らない ' ~ 

40.1弘 6.8% 

くH25戸川辺氏： •• •• • ••••••••••• ：：ー： 59江田l守口ぶ＜：..........：れ； 32.6目I；山了・・・・・・・・・円二：μ 6：日目｜
避難場所や避難所を知っている方のうち、 40.1%の方が「避難場所や避難所までの

経路は知っているが、危険個所や迂回路は知らなし、」、 6.8目の方が「どの経路で避難

すればよいか分からなしリ、と回答しています。

タウンウォッチングを取り入れた防災訓練を推奨するなど、実際の避難行動に役立

つ取組が、各地域で進められるよう、支援していく必要があります。

O間 17：地域や職場の防災活動への参加状況（継続項目）

あなたは、過去1年間に、お住まいの地域や職場での防災活動に参加したことがありますか。
（一つだけQ)

参加していない

I <'.H25) l .....九三 二勺に 3.4,5出｜～f ：：：♂：：... 17A目l vぺ •• 5.7則：：コ；二 日：40.0%I 
過去 1年以内に「地域や職場の防災活動に参加したj人の割合は、 48.9見＜内訳

地域 25.5目、職場 18.3目、地域・職場 5.1%> (H25 : 57.師、内訳：地域 34.5目、職場

17.4%、地域・職場 5.7出）と昨年度よりも大きく低下する結果となり、特に地域での

紡災活動への参加率の低下が顕著です。

住民の防災活動への参加が継続していないというのは大きな課題であり、県民の危

機意識の低下が防災活動への参加にも影響していることが懸念されます。

地域における防災訓練等の機会や周知が適切になされていたかも含め、市町や自主

妨災組織等の協力を得ながら要因分析を行い、対策を講じる必要があります。
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0閤 22：お住まいの地域の消防団に期待する活動（新規項目）

あなたがお住まいの地域の消防団に期待する活動はどのようなものがありますか。

（いくつでも0)

選択肢
火災時の
消火活動

火災予防や防災
意識向上のため
の啓発活動

風水害時の
水防活動

応急手当等の ｜地域の消防訓練

回答率

選択肢

回答率

73.5% 30.2% 

大規模災害（地 i
｜風水害時の救援・

震）詩の救援・救｜
｜救護や避難誘導

護や避難誘導 ' 

55.5出 48.6% 

普及啓発活動 ｜ 等の指導

48.4% 28.4% I 29.1 % 

l消防団があるこ
期待する活動は｜

｜とを知らないの
ない ｜ 
小 i で、わからない

2.9% 9.1唱

その他

2.1% 

地域の消防団に期待する活動について、 73.5唱の方が「火災時の消火活動」に高い

期待をしているほか、消火活動以外にも、 55.5出の方が「大規模災害（地震）時の救

援・救護や避難誘導」に、 48.6唱の方が「風水害時の救援・救護や避難誘導jに、 48.4%

の方が「風水害時の水防活動Jに期待しており、災害発生時の活動について、消防団

に対する期待が大きいことが分かりました。

0問 25 自主防災組織の認知度及び活動状況（継続項目）

あなたのお住まいの地域は、自主防災組織（町内会E自治会などを母体とした、地域の住民が
防災活動をする組織）がありますか。また、活動状況はどうですか。（一つだけ0)

自主防災組織
がない

わからない

｜くt-125＞コ｜…；Jヘ ～：17.3首：1：ど： >23.2%1：：勺＇：：：：：；勺： 23’2弘I',＇＜入：ぺヘ. 1,,1目 J•·.·.... ·•··.·• 
お住まいの地域に自主防災組織が「ある」と回答された 51.5略の方のうち、自主防

災組織の活動状況について、 37.7唱の方が「あまり活発に活動していなし、」、「活動状

況はよくわからないJと回答しています。

災害発生時においては、地域での「自助」、「共助」の取組が重要であることから、

市町と連携して自主防災組織の活性化を図る必要があります。
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0問 26-1：学校の防災教育の家庭での認知度（対象回答数： 918人）（継続項目）

三重県では、『紡災ノートj等防災教育用の教材を作成・配布し、学校での活用を要請するなど、

学校での防災教育の充実に取り結んでいます。あなたは、お住まいの児童生徒が通っている学校

の防災教育についてどの程度知っていますか。（一つだけ0)

※複数の児童生徒がおられる場合は、一番年下の児童生徒が通っている学校についてお答えく

ださい。

選択肢

学校の防災教育の内容 学校の防災教育の内容
学校で防災教育が

を知っている。学校で受 は知っているが、学校で
行われていることは

学校で防災教育
けた防災教育をもとに、 受けた防災教育をもとに

知っているが、内容
が行われているか

家庭で防災対策につい 家庭で防災対策につい
は知らない

どうかわからない
て話し合ったことがある て話し合ったことはない

19.2% 14.3弛｜ 32.2% I 31.9目回答率

I <:H25:> I < .・.：よ〆：...<1.4.8目｜ぷ・.・•• • ••.•..••• ••.•. 11.3叫：：.• •• 38.4同1 ヘ3.1.側l

小学生から高校生までの児童生徒がいる家庭の方に聞いたところ、子どもが学校で

受けた防災教育について家庭で話し合ったり、内容を知っている家庭の割合は 33.5出

(H25 : 26. 1%）となり、徐々に学校の防災教育の内容が家庭に浸透してきている一方、

学校で防災教育が行われているかどうか知らない人の割合も 31.鍬でした。

引き続き、学校の防災教育の内容が家庭でも共有されるよう取組を進めていく必要

があります。

0間 32：住まいの耐震診断および地震対策の状況（継続項目）

あなたのご自宅（同じ敷地内で建替えを行った場合、建替え前の住宅を含む、借家も含む）は、

耐震診断を受けたことがありますか。受けたことがある場合は、診断結果はどうでしたか。

（一つだけQ)

※一戸建ての持ち家・借家で昭和 56年5月以前に斎工・建築された木造の家と回答された方

を対象としています。

受けたことがない
受けたことがあり、補強工事｜受けたことがあり、補強工事は

が必要と診断された ！ 必要なかった

ー
、ノFo 

n
L
 

U
H
 ／、

－
 w河

内

o
nむ

『

F え斗堕吐ぶ

『2受けたことがあり、補強工事が必要と判断されたjと回答された方にお尋ねします。耐震補強

が必要と診断された後、補強工事を行いましたか。（一つだけ0)

工事を行うつもり
はない

28.4% 

くH25> I ～… 23.s% I •··••·· • • ;i.2% I～勺・ o.8% I ··••··· 38.1% I • .・ 32,5% I 
耐震診断や耐震補強工事の補助対象となる、「昭和 56年 5月以前に着工・建築され

建て替えた 現在検討中
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た木造の一戸建ての持ち家・借家」について、「耐震診断を受けたことがある」人は

13. 7出（H25: 12. 9出）でした。そのうち、「耐震補強工事を行った」、「建て替えたJ人

の割合は 29.4同（H25: 27. 0拡）と前年度から 2.4ポイントの上昇となりました。

地震による倒壊の危険性が高い昭和 56年 5月以前に着工・建築された家屋の耐震

化に伸びが見られたものの、補強工事を行っていない方も多く、引き続き、家屋の耐

震診断や耐震化対策の必要性の啓発及ひ予促進に取り組んでいく必要があります。

O問34：住宅の耐震補強に対する意向（継続項目）

耐震補強の決心がつかない、耐震補強をしない理由は何ですか。 （いくつでも0)

I <H2沼＞：

補強工事に多
額な費用がか
かるから

67.6出

証利

補強設計に多
額な費用がか
かるから

25.0首

亙~

耐震化しでも大地震
による被害は避けら
れないと思うから

20.6% 

豆町

当分のあいだ
大地震は起きな
いと恩うから

2.9出

1珂

手間がかかる
から

住宅の耐震補強を行わない理由右ど確認したところ、 「補強工事に多額な費用がか

かるから」が 67.附と最も多く、次いで、 「補強設計に多額な費用がかかるから」が

25.0出となりました。

耐震補強工事や補強設計に多額の費用がかかるため、住宅の耐震化に踏みきれな

いでいることが分かりました。

0間 36：住宅の部分補強に対する意向（継続項目）

間34で、『1補強工事に多額な費用がかかるからjと答えた方にお尋ねします。建物全体の安

全性は劣るものの建物の一部分（例えば壁1枚のみ）を耐震補強することで少しでも安全性が向

上するのであれば、補強したいと思いますか。（一つだけ0)

選択肢

回答率

建物の一部分の補強工事にかかる費用 i建物の一部分でも補強工事に費用がかかるた
が安価であれば実施したい ｜ め、実施しない

三：＜82？シ〆十三；点 、'; ;, ';' ';' ρ71.4目Iジ：：三三ι ＼ぺ ～～ ： 、：jぷ；パ＜ 27、0弘l
住宅の部分補強に対する；意向について、耐震化に取り組まない理由として、「補強

工事に多額な費用がかかるから」と回答された方に、さらに建物の一部分を補強工事

することを尋ねたところ、「建物の一部分の補強工事にかかる費用が安価であれば実

施したいJと回答された方が 65.坊となり、昨年度に引き続き、部分補強へのニーズ

が高いことが明らかになりました。
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4 今後の対応

引き続き、年齢や市町別、津波危険地域等の属性別クロス集計や設問問のクロス

集計など用いた調査結果の分析を進めるとともに、自由記述の記載内容も精査して、

平成 27年3月に詳細な調査結果を取りまとめます。

調査結果については、市町を始めとする関係機関との共有を図りながら、今後の

防災・減災対策に反映していきます。
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報告1 平成26年度三重県総合肪災訓締の実施結果について

11月 2日（日）志摩市・大紀町・南伊勢町において、南海トラフを震源とし

た地震により陸路が断絶し、孤立地域が発生するという想定のもとで、自助・

共助・公助の連携による総合防災訓練（実動訓練）を実施しました。

また、 12月 7日（日）に訓練実施状況や開催地市町における防災・減災の取

組をテレビ放送することで、県民の防災意識の高揚を図りました。

1 訓練概要

( 1 ）実施日時及び場所

平成 26年 11月 2日（日） 9時～ 12待 15分

志摩市、大紀町、南伊勢町内の各地

主な訓練場所は、志摩総合スポーツ公園及び志摩B&G海洋セン

ターをメイン会場に、避難所運営訓練5ヶ所、医療連携訓練3ヶ所、

孤立想定訓練5ヶ所、海上からの訓練2ケ所です。この他にも、各

地で避難訓練などを実施しました。

( 2）訓練参加機関及び参加者

訓練参加機関数： 95団体

内訳企業・団体等 34団体、医療関係機関 12団体、教育関係機関

6団体、救助関係機関 22団体、指定地方行政機関・指定公共機

関・指定地方公共機関 16団体、行政機関（主催者）等 5団体

訓練参加者数：約 10,000人

内訳地域住民約 8,800人、参加機関約 800人、主催者約 400人

(3）訓練のポイント

ア．地域の災害特性に応じた訓練テーマ

メインテーマ： 「若いカJ（児童・生徒）と地域等とが連携した訓練

（別添写真 1～8)

サブテーマ ： 医師会と災害拠点病院が連携した災害医療訓練

（別添写真9～12)

サブテーマ ： 避難行動要支援者避難訓練（別添写真 13～14)

イ．住民参加による訓練（津波避難訓練・避難訓練、避難所開設・運営訓

練等） (Jj!J添写真 15～18)

ワ．関係機関との連携（津波を想定した救出・救助訓練、海・空路アクセ

スの活用・連携による部隊・物資搬送訓練）

（別添写真 19～30)
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( 4）訓練内容

ア．自助の訓練（発災直後）

津波避難訓練、避難訓練

イ．共助の訓練（避難後）

避難所設震・運営訓練、物資受入訓練、医療救護所設置・運営訓練、

緊急サイン伝達訓練

ウ．公助の訓練（津波警報解除後）

ヘリコプターによる被災状況確認訓練、道路啓開、避難者の救出・救

助、消火、海上からの船舶による部隊及び物資搬送訓練、ヘリコプター

による物資搬送訓練など

2 今回の訓練の成果と課題

( 1 ）成果

ア．「若いカJをテーマに中学生、高校生の参加を企画したところ、県立志

摩高校、県立水産高校、県立南伊勢高校南勢校舎、市立志摩中学校、町

立大紀中学校の生徒が初めて総合防災訓練に参加し、生徒の防災意識が

高まるとともに、地域防災力の底上げに対する若いカへの期待が膨らみ

ました。

主な参加訓練

瓦磯からの救出救助と負傷者の搬送

避難所開設における避難者の受付

避難所運営における物資及び給水の運搬

避難所運営におけるパーテ｝ション設置、簡易トイレの組立

イ．前日の雨によるグラウンドコンデイション及び当日の天候（曇）により、

訓練内容の変更を余技なくされましたが、状況に応じた柔軟な対応がで

きました。

ワ．当日の天候によりヘリコプターによる訓練が一部実施できない中でも、

緊急サイン設置の訓練を実施し、サインの方法を確認するなど地域住民

の防災意識や意欲がさらに高まりました。

エ．訓練の準備段階から防災関係機関聞の調整を行う中で、防災関係機関間

の連携が深まりました。

オ．参加機関それぞれが、様々な気付きを得ることができました。

(2）課題

ア．前日の雨でグラウンドコンデイションが惑い中で準備を進めたため、ト

ラックにわだちができるなどグラウンドが使用できない状態となり、管

理者に迷惑をかけることとなりました。より実践的な訓練を目指してい

く中、今後の訓練会場の選定が課題となります。

イ．今後「若い力」の訓練参加を促進し、地域防災カの一員としてしっかり

と位置付けていくことが必要です。

ウ．今後も、各機関において、繰り返し訓練していくことが必要です。
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3 総合防災訓練等のテレビ放映

( 1 ) 放送日時：平成26年 12月 7日（日）「みえ地震対策の日」

19時 00分～20時00分

( 2 ) 放送局：三重テレビ放送

( 3) 放送内容

タイトル： 三重県・志摩市総合防災訓練

～若い力が地域を守る～

ア．総合防災訓練： 津波避難訓練、救出・救助訓練、医療連携訓練、避

難所開設・運営訓練、県立志摩病院医療連携訓練、浜島港にお

ける海上からの部隊・物資輸送訓練 など

＊ 若い力（中学生、高校生）による訓練参加、高校生レポータ｝の体験

レポートなどを中心に訓練内容を紹介

イ．平常時の取組： 志摩市立志摩中学校・和具小学校合同避難訓練、和

具小学校タウンウォッチング、大紀町立錦小学校の避難訓練と

ストローハウス製作・発表、南伊勢町総合防災訓練（南島東小

学校、南島西小学校、南伊勢高校南勢校舎の避難司l幌、南島中

学校生徒の炊出し協力）、南伊勢高校南勢校舎の紡災特別授業

＊ 若いカを育てる学校防災教育の取組を中心に、参加市町の防災・減

災への取組を紹介

4 今後の対応

今回の訓練に対する意見・成果・課題については、市町、参加機関等

と情報共有を行い、今後の防災対策に活かしていきます。

また、テレビ放映を行った内容は、 Dv Dにして市町等に配布すると

ともに、研修会等でも利用していきます。

なお、今後の総合防災訓練についても、住民参加及び関係機関との連

携強化を重視するとともに、訓練テーマを設定して、実践的な訓練を実

施していきます。

（参考）講評及び参加者、参加機関の主な意見等

( 1 ）講評者（三重県鈴木知事）

「訓品東でできないことは本番では絶対できない。」

今回の訓練は、未明の雨とグランドコンディションにより予定を大幅に

変吏しての訓練となったが、これぞ訓練。災害は想定したとおりには来な

い。不測の事態に備えることが大事。大変意義があった。

県南部は高齢化率が高い。防災カを高めるには若い力を活用していかな

ければならない。今回参加した生徒から、災害時に自分が何をしなければ

ならないかの気づきを得たという言葉を得られた。

これから、若いカがしっかりとした位置づけになるようサポートしてい

きたい。
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住民参加の津波避難訓練に要援護者の車いすを引きながらに参加したが、

狭い通路や坂道、段差などがあり、繰り返し訓練が必要であることに共感

し、有意義であった。

医療連携訓練は、医師不足等あらゆる面で資源が限られてくる中で、お

互いに普段から連携し、顔の見える関係をつくり、足し算でなく掛け算に

なる取組が必要。

(2）講評者（志摩市大口市長）

南海トラフ地震の被害が厳しい状況になるこの地域で実施できたことに

感謝。

－今回、若い力に参加してもらった。若い人たちの体力、行動力はこの地域

の大きな力になる。

準備したこと、訓練したことだけでは十分でない。今日の教訓iを地域に

持って帰って、さらに防災力を高めてほしい。

( 3）講評者（三重大学川口准教授）

訓練をすることで本番を乗り越えるカとなる。訓練とは目標を設定して

それをクリアすること、また、課題がなかったかを考えること。今回、参

加者はきちっと訓練の目標を達成できたと思う。

今回、若い力の参加があったが、ともすると子どもを訓練から除外する

ことがある。今回の訓練で一緒に地域を守れることを見てもらったので、

仲間に入れて、役割を考えてもらう訓練をしてほしい。

三重県民約 180万人に対し、三重県の行政マンは、県職員、市町職員、

消防・警察職員、教職員を入れて、約 3万 5千人だけであるので、地域の

皆さんといっしょにやらないといけないことがよくわかると患う。

(4）若い力参加者等

救出救助訓練に参加・見学して、今後、津波が来る時のよい体験となっ

た。（志摩中学校生徒）

（災害に備え）地域のことを知って、みんなと協力することが重要。（水

産高校生徒）

（災害時には）芦をかけあうことが大事である。（志摩高校高校生レ

ポーター）

緊急サイン訓練に参加して、これを災害が起きた時に初めてやっていた

ら詰まってできなかった。一度やっておくことでスム｝ズにできるのか

なと思った。（大紀中学校生徒）

自分たちが率先して動かなければならないと改めて思った。実際の時も

体育館に避難すると同じ地域で集まるので近所の方と普段から顔を合

わせておく必要があると思った。（志摩高校 高校生レポーター）

みんなで力を合わせていく必要があることを、間近にみて思った。避難

所での生活の大変さ、日頃、どれだけ幸せかを改めて実感することがで

きた。（志摩高校高校生レポーター）

南伊勢高校南勢校舎の全生徒が避難所開設・運営訓練に参加して、非常

に力強く感じた。（南伊勢町防災課職員）
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実災害時に、関係機関がどのように動くのか、それを少しでも知ること

で、これから準備していかなければならないことも考えることができた。

（志摩市教育委員会）

訓練参加した8人の中学生はいい経験ができた。意識を持って参加して

おり、自分たちにできることをしようと意欲的に声をかけ仕事を見つけ

ていく姿がみられた。（志摩市教育委員会）

実際に被災した場合の準備がまだまだであることを感じた。地域と学校

と行政みんなで準備な進めていきたい。（志摩市教育委員会）

( 5）医療連携訓練参加者

域外 DMATなど多くの関係機関と連携し、積極的に参加し、対応や動き

を確認できたことが良かった。（県立志摩病院）

衛星電話等普段使用しない機器にて情報交換が出来た。（県立志摩病院）

志摩病院が一時避難場所に指定されているが、実際の災害時は住民が殺

到、院内へも入ってくる恐れがある。病院は患者治療が優先であるため、

そうした混乱を防ぐためにも、一時避難場所指定について見直しして頂

きたい。（県立志摩病院）

必要物品等が事前に用意されており混乱することなく準備ができた。こ

れが災害時に何もない状況の中、どのように行動を取ったらよいのか、

医療スタップも集合することができるのか、どのくらい時聞が必要かな

ど、今後の課題である。（国民健康保険志摩市民病院）

机上でのトリアージ等の災害時の流れは分かつていたが、参加させてい

ただき勉強になり学ぶことができた。傷病者に対する声掛け、 2次・ 3

次のトリアージの必要性を感じた。（国民健康保険志摩市民病院）

志摩市の災害医療への準備がどれだけ護っていないかがわかった。今後

も地区単位で災害医療について理解・協力を得られるよう体制を整備し

ていく必要がある。（志摩市健康推進課）

医師以外でも実施可能なトリアージや、想定外の事が起こった時などに

も臨機応変に対応できるようにしておくことが必要。（志摩市健康推進
課）

EMISから医療機関の状況や避難所・救護所等の情報が得られるため、誰

もが操作方法について習得しておくことが必要。（志摩市健康推進課）

(6）住民、避難行動要支援者参加の避難訓練、避難所運営訓練参加者

玄関に置いてあるリュックを背負い避難。普段の訓練が大事。（大紀町

住民）

避難所開設・運営訓練安新たに 3ヶ所で実施できた。また、避難行動要

支援者参加の避難訓練は実のある訓練となった。この振り返りは別途実

施していく予定である。（志摩市地域防災寒）

災害ボランティアコーディネーターによる受付は、ボランティア自体が

組織化されていないため、まとまった行動が執り難かったことと、避難

者が多くなると受付に時聞が要することがわかり、訓練が必要である。

（南伊勢町防災課）
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( 7）グラウンドにおける救出救助訓練参加者

車両進入不可での訓練であったが、悪条件になればなるほど活動負荷

（資機材の長距離徒手搬送等）が露わになり、改めてマンパワーの震要性

を感じた。（忘摩広域消防組合）

車両を使わない、資機材と人員のみでの訓練も必要と実感した。（国土

交通省三重河川国道事務所）

現地調整所設霞・運営において、地元に精通した消防が中心となり各種

調整そ図ることが最善であり、その経験ができた。また、参加機関は情

報共有に努めることができた。（志摩広域消防組合）

救出・救助エリアで地域住民や若いカと連携に調し、安全対策をど促した

うえで、ガレキ運搬など活動にも積極的に協力を求めることが必要では

なかったか。（江主摩広域消防組合）

(8）海上及び空からの救助・搬送訓練参加者

水上オートパイを使用した支援物資搬送訓練は初めての訓練であり、水

上オートパイの実用性、有用性等良好に実施出来たものと思料します。

小型艇では近づくことが困難な場所や航路障害物により可航水域が制

限されるような場合は、スクリュープロペラが無い小回りの効く水上オ

ートパイの特性は有効と思われる。（中部小型船安全協会）

浜島町地域住民から浜島港を使った支援物資の受取訓練への参加依頼

を受けたことで、より実践的な訓練となった。（鳥羽海上保安部）

浜島港沖の生賛などの事前情報が不足していた中、前日の調査の結果に

より、訓練内容の変更を関係機関と意見交換のうえ行うことができた。

また、予想される南海トラフ地震等の発災までに浜島港沖の状況を知る

ことができたことはよかった。（海上自衛隊）

各エリアでの航空無線の使用周波数が徹底できていなかった。一方で、

防災無線の感度が悪い中でも、メール連絡等の手段で臨機応変に対応で

きた。（県防災航空隊）

安全管理員が配置されたことで、他機関と合同で地上支援を実施できた

が、地上支援員聞の情報共有が足りなかった。（滋賀県航空隊）

( 9）見学者の感想

もっと早く参加すべきだった。意識が足りないことに反省している。

実践的な訓練を地元でも希望したい。

医療連携訓練安見て、災害の時は我先に診てくれと言って来るのだろう

し、すごい人が押し寄せて来るのだろうな。怒鳴り散らしたり、大声出

したり、泣き叫んだり。こういった訓練を何回もやってほしい。
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平成26年度三重県 ・志摩市総合防災訓練

志摩総合スポーツ公園にお可否家屋倒壊：
地域住民、消防団及び若い力による災害現
場活動（志摩高、水産高、志摩中）

志摩B&G海洋センターにおける避難所開
設・運営：地域住民及び若い力による受付
活動（志摩高、水産高、志摩中）

山岳救助訓練施設における孤立地区におけ
る緊急サイン：大紀中学生による設置活動

志摩総合スポーツ公園における応急給水：
若い力による給水車からの給水活動（志摩
高、水産高、志摩中）

志摩B&G海洋センターにおける救援物資の
受入：地域住民及び若い力による物資受取
活動（志摩高、水産高、志摩中）

己主4J 

54 

南伊勢町立南勢小学校における避難所開
設・運営：南伊勢高校南勢校舎生徒による
炊出し協力活動



志摩総合スポーツ公園にお庁る葉室仮設診
療所（dERU）における医療救護活動

メ之

志摩B&G海洋センターにおける医療救護所
設置運営重症者搬送活動

写真11 

志摩市志摩町和具地区津波避難知事・市
長による避難行動要支援者避難活動

;c;，，事B&G海洋センターにおける布施田地区
避難所開設運嘗間仕切り活動
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所志堅総合スポーツ公園における現地調整，．｜

｜写1 手写翠

＼ 

5& 



蒙雇五干1 ｜ともやま公園における航空機による重傷者の

盤遂這盈

民主ヨ

爾隊掃海艇からの部

｜志摩B&G海洋センターにおける展示・啓発
｜ブース

L写真29J 
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報告2 「伊勢湾台風55年シンポジウム・風水害セミナーj及び

「昭和東南海地震70年シンポジウム」の概要について

I 伊勢湾台風55年シンポジウム醐風水害セミナー

三重県では、県内に甚大な被害をもたらした昭和34年9月 26日の伊勢湾台風

の記憶を風化させず、県民の皆さん一人ひとりの自主的な防災活動の気運を一層高

め、災害に強い地域社会の実現を図るため、 9月 26日を「みえ風水害対策の日」

と定めています。

今年度は、伊勢湾台風から 55年の節告の年であることから、「みえ風水害対策

のriJの関連事業として、「伊勢湾台風55年シンポジウム・風水害セミナーJを

9月 27日（土）に開催しました。

シンポジウムでは、三重大学大学院の葛葉泰久教授の講演とともに、「これから

の風水害対策」をテーマにしたパネルデ、イスカッションを実施しました。

また、風水害セミナーでは、関係省庁や被災自治体、民間企業による、風水害に

関する講演を行いました。

1 日時及び開催場所

( 1）日時 平成 26年9月 27日（土）

〔E伊勢湾台風 55年シンポジウム 午前 10時から午前 12時

②風水害セミナー 午後 1時から午後5持 15分

( 2 ）開催場所桑名シティホテル（桑名市中央町 3-23)

2 来場者数 約 200名

3 事業内容

( 1 ）伊勢湾台風 55年シンポジウム

①講演

テーマ：「伊勢湾台風 55年一想像する力、現状を認識する力と恐れる力一」
講師 ：三重大学大学院生物資源学研究科 葛葉泰久教授

自然災害から身を守るためには日頃から身の回りの危険を想像することが
大切であり、紀伊半島大水害などを例に、自らが往んでいる地域の危険性を
認識しておくことの重要性などについて講演をいただきました。

②パネルディスカッション
パネリスト：；三重大学大学院生物資源学研究科葛葉泰久教授

：津地方気象台 草野富二雄台長
：紀宝町 新元明生特別参与

・三重県防災対策部 稲垣司部長
コーディネーター．三君主大学大学院工学研究科 JI ［口淳准教授
「これからの風水害対策」をテーマにしたパネルディスカッションが行わ

れ、専門家としての知見や、紀伊半島大水害の経験を踏まえた意見、行政の
対応について等、それぞれの立場から活発な議論が行われました。
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( 2 ）嵐水害セミナー

総務省、国土交通省、過去に水害を経験した新潟県見附市、防災・減災に関

連する技術や製品を有する民間企業3社から計6名が登壇し、それぞれの観点
から、風水害対策に有益な知見や技術について講演をいただきました。
県からも稲垣防災対策部長より、紀伊半島大水害の課題を踏まえた災害対策

本部と総合防災訓練の見直しについて、また、本年8月に三重県で初めて発表
された特別警報や、広島県で多くの犠牲者を出した豪雨災害で明らかになった
課題やその対応について、講演を行いました。

II 昭和東南海地震70年シンポジウム

三重県では、県内に大きな被害をもたらした昭和 19年 12月7日の昭和東南海

地震の記憶を次世代に継承し、県民の皆さん一人ひとりが地震・津波から命を守る

備えを実施することで、地震災害に強い地域社会の実現を図るため、 12月7日を

「みえ地震対策の日Jと定めています。

今年度は、昭和東南海地震の発生から 70年の節目の年であることから、「みえ地

震対策の日」の関連事業として「三重県・三重大学 みえ防災・1被災センター」と、

県及び三重大学の共催で、「過去の震災から学び、未来に活かす」ことをテーマに、

「昭和東南海地震 70年シンポジウムj を 12月6日（土）に開催しました。

当日は、「みえの防災大賞」表彰式や、東京大学大学院の古村孝志教授の基調講

演、「過去の震災から学び、未来に活かす」安テーマにしたパネルディスカッショ

ンを行いました。

1 日時及び開催場所

( 1 ）日 時 平成 26年 12月6日（土） 午後1時から午後4時

( 2）開催場所 津リージョンプラザお城ホール（津市西丸之内 23-1)

2 来場者数 約 400名

3 事業内容

( 1 ）「みえの防災大賞」表彰式

「みえの防災大賞」は、県内各地で取り組まれている自主的な防災活動を行っ

ている団体を募集し、その活動内容を表彰することにより、自主的な紡災活動の

より一層の充実、発展に資することを目的に、平成 18年度より実施しています。

今年度は 18団体から応募があり、選考の結果、「みえの防災大賞J1団体と「み

えの防災奨励賞J5団体を次のとおり決定しました。

受賞者に対して、渡遁危機管理統括監から表彰状等の授与が行われました。

【別添】平成 26年度「みえの防災大賞」受賞団体の主な取組（61頁）参照
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みえの防災大賞

受賞団体名

万協製薬株式会社

団体積別 ｜活動市町

企業 ｜ 多気町

みえの防災奨励賞

受賞団体名（五十音順） 団体種別 活動市町

暁幼稚園 幼稚園 四日市市

海蔵地区紡災会 自主防 四日市市

古和j甫親子防災の会 自主防 南伊勢町

株式会社戸田家 企業 鳥羽市

四日市大学 学校 四日市市

( 2）基調講演

テーマ：「大規模地震・津波災害に備えて～東南海地震から南海トラフ
地震へ～」

講師 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター
古村孝志教授

東京大学大学院古村教授から、スーパーコンピューターを用いた大

地震と津波のシミュレーションをもとに、災害の軽減について講演を

いただきました。

( 3 ）パネルディスカッション

コメンテーター：東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター

古村孝志教授

パネリスト ：みえ熊野学研究会 喜多鍵運営委員

．三重県総合博物館 布谷知夫館長

－三重大学附属図書館研究開発室 吉村利男客員教授

コーディネーター：；三重大学大学院工学研究科 川口淳准教授
「過去の震災から学び、未来に活かす」ことをテーマに、パネリストと基

調講演の講師を交えてのパネルディスカッションが行われました。
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平成 26年度「みえの防災大賞」受賞団体の主な取組

「みえの防災大賞J

万協製薬株式会社（多気町）

「万協製薬株式会社」は、 2004年から BCM（事業継続マネージメン卜）と CSR（企業の
社会的責任）を追及することを防災活動の主たる目的としながら、企業も社員も地域の一員で

あることから、地域社会と企業が協働して地域の防災力を高めていくことが、社員とその家

庭における防災の日常化を進める早道と考え、地域の防災力の牽引企業として貢献すべく取

り組んでいます。

社員の被災地でのボランティア活動や企業トップ自らが行う防災に関する講演活動、防災

人材育成講座への社員の参加に留まらず、社員の子ども達への啓発をはじめ、地域社会との

連携を深める研修会における避難所運営訓練や図上訓練を通じて社員と地域住民とが地域防

災について一緒に考える取組を行うなど、地域の防災力の核となる活動を展開しています。

また、工場を多気町役場近隣に建設し、町と防災協定を締結することで、行政との連携も

図っており、平時には防災合同訓練の実施など、また災害発生時には工場施設を避難所とす

るとともに、災害物資等の拠点、として施設の有効活用が見込まれています。

社内での防災活動に留まらず、社員の家族や地域住民、そして行政をも巻き込むことで、

地域社会に溶け込んだ企業として活躍されており、企業として地域防災に関わる先進的な取

組であるとともに、他の企業にも大いに参考となることから、「みえの防災大賞」の受賞団体

とします。
なお、本団体は、平成24年度「みえの防災奨励賞」を受賞しています。

東北にて相可高校生とハンドマッサージボランティア

町災害ボランティアコーディネーター養成講座受講

Ali 

に関する協

式

多気町と災害時における防災協定を締結

町防災訓練にて工場敷地を受付会場として使用



「みえの防災奨励賞」（5 0音順で掲載）

暁幼稚園（四日市市）

「暁幼稚園」は、東日本大震災から命の尊さを学び、職員の危機意識・危機管理の向上や

園児とその保護者の防災意識の向上を図ることで、海抜0メートルという危険な場所に位置

しながら、最も安全な私立幼稚園を目指して取り組んでいます。

隣接中学校と合同で、中学生と一緒に避難場所である中学校屋上への避難訓練を実施しな

がら交流を図るほか、地域自治会と協力し、近隣のマンションを津波避難ビルとして使用で

きるよう働きかけ、実現した近隣マンションへの避難訓練を実施しています。

また、登園・降園時のスクールパスによる避難訓練や月 1回の防災 ・避難訓練の実施をす

ることで、大地震発生時に園児がどこにいても安全に避難できる体制づくりや、保護者に対

する避難場所や避難経路、非常時備品の確認や説明等に積極的に取り組んでおり、他の沿岸

部の幼稚園にも参考となるものです。

その姿勢は、幼稚園内に留まらず、地域の安全安心にもつながっていくことが期待されま

す。

津波避難ビル （マンション）への避難訓練

海蔵地区防災会（四日市市）

「海蔵地区防災会」は、防災と福祉が一体化した「まちづくりJを目指し、防災マップの

作成、地区の地理・地形 ・情勢に応じたブロックごとの防災訓練および災害時に地区全体を

掌握する被害対策本部の設置・運用訓練等を実施しています。

特に、事前の災害弱者対策を優先し活動することを自主防災組織の使命と考え、平成23 

年度から「家具・家電製品等の固定推進事業」を実施しており、地震時の被害軽減を図るた

め、共助「助け合い」の精神のもと、地区防災会が家具・家電の固定方法の研修から取り付

け作業に至るまで、一連の事業として取り組んでおり、着実に

成果を上げています。

一方で、災害時の活動についても、災害発生時の対応マニュ

アル、避難所運営マニュアルなどを作成・配備することで、活

動の役割分担を明確にしています。

これらの取組は、自助 ・共助の観点から、地区住民の知識・

意識・行動力の向上につながるもので、全ての住民にとって安

全で安心な街づくりが期待されます。
r 
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古和浦親子防災の会（南伊勢町）

「古和浦親子防災の会」は、地域の宝である子供たちの命を地震・津波から守る、そして子ども自

身にも避難訓練を体と頭と心で覚えさせたい、という親の強い思いから立ち上げられました。

大災害から地域の子供たちが生き延びることができるよう訓練を実施し、それを見て地域の大人

達も危機感を持って一緒に防災に取り組むこととし、資料映像等を使用した学習会やタウンウォッチ

ングなどを行い、危険箇所や避難場所、集合場所の確認を親子が一緒になって行っています。

さらに、一次避難場所に着替えや食糧等の備蓄を行ったり、地域の祭りに防災ブースを出店して

啓発活動を行うなど、精力的に取り組んでいます。

また、取り組んだ内容を「古和浦親子防災の会便り」としてとりまとめ、地域に配布することで、地

域の防災意識の向上に貢献しており、今後の活動も期待されるところです。

防災学習会 親子でタウンウォッチング 搬送訓練

株式会社戸田家（鳥羽市）
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「株式会社戸田家」は、旅館利用者の身の安全と財産を守るため、図上訓練や館内防火・防災訓

練の実施をするとともに、鳥羽市を訪れる観光客の安全を図るため、鳥羽旅館組合合同防災訓練

にも参加しています。

館内から避難場所への経路や避難路における危険箇所の確認を行うとともに、訓練時の反省や

課題に対処し、観光客の方やお客様を安全に避難誘導することができるよう、社員研修などを通じ、

社員の意識及び知識向上に取り組んでいます。

また、 BCP（業務継続計画）を策定し、緊急通報装置を導入することで、災害への備えを着実なも

のにするとともに、「みえ企業等防災ネットワーク」にも参画しながら、他の企業との情報交換や交

流も積極的に行っており、企業防災力の向上に向けた取組に寄与しています。

国際観光地鳥羽市において、旅館の役割を全うしようとするこれらの取組は、安全・安心

な観光地として鳥羽市のイメージを高めるもので、誘客促進につながり、今後は地域全体へ

の広がりも期待されます。

図上訓練 防火訓練 ・防災訓練
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四日市大学（四日市市）

「四日市大学」は、災害被災者を支援することを目的とし、学生が災害ボランティア活動、

義援金募金活動、被災者の支援活動などに積極的に取り組んでいます。

東日本大震災等において、学生のボランティアを現地へ派遣し、初期の汚泥排除から、仮

設住宅でのコミュニティ支援に至るまで、復旧・復興支援に尽力しました。

また、この経験を活かし、紀伊半島大水害をはじめとする県内や近隣で発生した災害での

ボランティア活動を実施するとともに、被災地での活動を地元へ伝えることで、地域住民の

防災意識の向上にも貢献しています。

また、被災地の高校生・大学生を招き、交流を行うとともに、県内の高校生・大学生を集

めて防災に携わる人材育成を積極的に行った結果、多くの者が防災士の資格を取得しました。

学生を消防団に入団させるといった取組も行われており、大学生が地域防災の担い手とし

て活躍しています。

大学が地域と連携し防災・減災に取り組むことで、地域防災を担う若手防災人材が育ち、

地域における持続的な災害対応力の向上につながっていくことや、他大学への波及効果が期

待されます。

．＆レキ三
宮

仮設住宅での交流イベントの実施 被災地の生徒、先生による講義 学生が消防団員として活躍
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